
(1)　

　
　

　
目

　
次

　
　

凡
例

一
　
貸
金
業
法
・
貸
金
業
法
施
行
令
・
貸
金
業
法
施
行
規
則
・
監
督
指
針

　
○
貸

金
業
法

目
次

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
２

　
○
貸

金
業
法

施
行
令

目
次

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
４

　
○
貸

金
業
法

施
行
規

則
目
次

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
５

　
○
貸

金
業
法

・
貸
金

業
法
施

行
令
・

貸
金
業

法
施
行

規
則
・

監
督
指

針
対

照
表

･･･････････････････････････････････････････････････････････
８

　
　

第
一

章
　

総
則

（
第

一
条

・
第

二
条

）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
第

二
章
　

貸
金
業

者
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　

　
第

一
節

　
登

録
（

第
三

条
―

第
十

二
条

）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
二
節

　
業
務

（
第
十

二
条
の

二
―
第

二
十
四

条
の
六

）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
三
節

　
監
督

（
第
二

十
四
条

の
六
の

二
―
第

二
十
四

条
の
六

の
十

二
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
第

二
章
の

二
　
貸

金
業
務

取
扱
主

任
者
制

度
（
第

二
十
四

条
の
七

―
第

二
十

四
条

の
五

十
）

･･･････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
第

三
章
　

貸
金
業

協
会

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
　

第
一
節

　
設
立

及
び
業

務
（
第

二
十
五

条
―
第

三
十
六

条
）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
　

第
二
節

　
協
会

員
（
第

三
十
七

条
・
第

三
十
八

条
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
　

第
三
節

　
管
理

（
第
三

十
九
条

―
第
四

十
一
条

の
二
）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
　

第
四
節

　
監
督

（
第
四

十
一
条

の
三
―

第
四
十

一
条
の

六
）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
　

第
五
節

　
雑
則

（
第
四

十
一
条

の
七
―

第
四
十

一
条
の

十
二
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
第

三
章
の

二
　
指

定
信
用

情
報
機

関
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
一
節

　
通
則

（
第
四

十
一
条

の
十
三

―
第
四

十
一
条

の
十
六

）
･････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
二
節

　
業
務

（
第
四

十
一
条

の
十
七

―
第
四

十
一
条

の
二
十

六
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
　

第
三
節

　
監
督

（
第
四

十
一
条

の
二
十

七
―
第

四
十
一

条
の
三

十
四

）
･････････････････････････････････････････････････････････････

⇔ 10171741210240264264269271272274277277283288



(2)

　
　
　

第
四
節

　
加
入

貸
金
業

者
（
第

四
十
一

条
の
三

十
五
―

第
四
十

一
条

の
三

十
八

）
･････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
第

三
章
の

三
　
指

定
紛
争

解
決
機

関
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
一
節

　
通
則

（
第
四

十
一
条

の
三
十

九
―
第

四
十
一

条
の
四

十
一

）
･････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
二
節

　
業
務

（
第
四

十
一
条

の
四
十

二
―
第

四
十
一

条
の
五

十
四

）
･････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
　

第
三
節

　
監
督

（
第
四

十
一
条

の
五
十

五
―
第

四
十
一

条
の
六

十
一

）
･････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
　
第

四
章
　

雑
則
（

第
四
十

二
条
―

第
四
十

六
条
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
　
第

五
章
　

罰
則
（

第
四
十

七
条
―

第
五
十

二
条
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
貸

金
業
法

附
則
（

抄
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
貸

金
業
法

施
行
令

附
則
（

抄
）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
貸

金
業
法

施
行
規

則
附
則

（
抄
）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
貸

金
業
法

施
行
規

則
別
表

・
様
式

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○

貸
金

業
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

案
に

対
す

る
附

帯
決

議
（

衆
議

院
財

務
金

融
委

員
会

　
平

成
一

八
年

一
一

月
二

九
日

）
･･･

⇔

　
○

貸
金

業
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

案
に

対
す

る
附

帯
決

議
（

参
議

院
財

政
金

融
委

員
会

　
平

成
一

八
年

一
二

月
一

二
日

）
･･･

⇔

二
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
・
利
息
制
限
法

　
○

出
資

の
受

入
れ

、
預

り
金

及
び

金
利

等
の

取
締

り
に

関
す

る
法

律
・

出
資

の
受

入
れ

、
預

り
金

及
び

金
利

等
の

取
締

り
に

関
す

る
法

律
施

行
令

対
照

表
･･･

⇔

　
○

出
資

の
受

入
れ

、
預

り
金

及
び

金
利

等
の

取
締

り
に

関
す

る
法

律
・

出
資

の
受

入
れ

、
預

り
金

及
び

金
利

等
の

取
締

り
に

関
す

る
法

律
施

行
令

附
則

･････
⇔

　
○
利

息
制
限

法
・
利

息
制
限

法
施
行

令
対
照

表
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
○
利

息
制
限

法
・
利

息
制
限

法
施
行

令
附
則

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

三
　
個
人
情
報
保
護
法
及
び
ｅ
‐
文
書
法
関
連
法
令
等

　
○
個

人
情
報

の
保
護

に
関
す

る
法
律

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
個

人
情
報

の
保
護

に
関
す

る
法
律

施
行
令

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
個

人
情
報

の
保
護

に
関
す

る
基
本

方
針

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
金

融
分
野

に
お
け

る
個
人

情
報
保

護
に
関

す
る
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

･････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
金

融
分
野

に
お
け

る
個
人

情
報
保

護
に
関

す
る
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
の

安
全

管
理

措
置

等
に

つ
い

て
の

実
務

指
針

･･･････････････････････････････････
⇔ 293297297303317323333345356362368393393396401406410414420422427434



(3)　

　
○
個

人
情
報

保
護
指

針
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
○

民
間

事
業

者
等

が
行

う
書

面
の

保
存

等
に

お
け

る
情

報
通

信
の

技
術

の
利

用
に

関
す

る
法

律
･･･････････････････････････････････････････････

⇔

　
○
民

間
事
業

者
等
が

行
う
書

面
の
保

存
等
に

お
け
る

情
報
通

信
の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

施
行

令
･････････････････････････････････････････

⇔

　
○

内
閣

府
の

所
管

す
る

金
融

関
連

法
令

に
係

る
民

間
事

業
者

等
が

行
う

書
面

の
保

存
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･････
⇔

四
　
貸
金
業
者
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針

　
○
貸

金
業
者

向
け
の

総
合
的

な
監
督

指
針

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
・

自
己

検
証
リ

ス
ト
（

案
）

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
・

貸
金

業
者
登

録
審
査

事
務
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス
ト

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
・

別
紙

様
式
等

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
監

督
指
針

パ
ブ
リ

ッ
ク
コ

メ
ン
ト

に
対
す

る
金
融

庁
の
考

え
方

･････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
事

務
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
　
第

三
分
冊

　
３
．

貸
金
業

関
係

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

　
第

三
分

冊
　

⇔．
指

定
信

用
情
報

機
関
関

係
･････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

五
　
日
本
貸
金
業
協
会
自
主
規
制

　
○
貸

金
業
の

業
務
運

営
に
関

す
る
自

主
規
制

基
本
規

則
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
○
業

務
の
適

正
な
運

営
に
関

す
る
社

内
規
則

策
定
に

あ
た
っ

て
の
細

則
･････････････････････････････････････････････････････････････････

⇔

　
○
苦

情
処
理

及
び
相

談
対
応

に
関
す

る
規
則

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔

　
○
「

苦
情
処

理
及
び

相
談
対

応
に
関

す
る
規

則
」
に

関
す
る

細
則

･････････････････････････････････････････････････････････････････････
⇔ 439451453453458491492496511527

13

527536548553558




